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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】温度制御が簡便になるとともに、安全性に優れ
、省エネ効果にも優れた温度制御方法を提供する。
【解決手段】温度制御方法は、躯体にパイプ管２をはり
めぐらせ、該パイプ管内に液体を循環させて温度を制御
する温度制御方法において、パイプ管の外側に蓄熱材５
を被覆させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　躯体にパイプ管をはりめぐらせ、該パイプ管内に液体を循環させて温度を制御する温度
制御方法において、
　パイプ管の外側に蓄熱材を被覆させることを特徴とする温度制御方法。
【請求項２】
　床材基礎部に、パイプ管をはりめぐらせ、該パイプ管内に温水を循環させて温度を制御
する温水式床暖房の温度制御方法において、
　パイプ管の外側に蓄熱材を被覆させることを特徴とする温水式床暖房の温度制御方法。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、温度制御が簡便になるとともに、安全性に優れ、省エネ効果にも優れた温度
制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パイプ管内に水やオイル等の液体を循環させて温度を制御する方法は、様々な分野で採
用されている。
　例えば、温水式の床・壁暖房システムにおいては、空間内を暖房するため、床や壁にパ
イプ管をはりめぐらせ、該パイプ管内に温水等の液体を循環させる方法が採用されている
。
　また、自動車、電車、船舶、航空等の動力装置や、製鉄、プラスチック等の製造装置、
あるいは種々の熱処理装置においても、温度上昇による故障等を防ぐため、パイプ管を用
いて冷却水等の液体を循環させる方法が採用されている。
　近年では、パソコン等の電子機器などにおいても、パイプ管を用いて冷却水等の液体を
循環させるなど、様々な用途で、パイプ管を用いた温度制御方法が採用されている。
【０００３】
　このような温度制御方法では、温度制御の効率を上げるため、用いるパイプ管は、熱伝
導に優れる金属製のものが多く採用されている。また、温度制御の効率を上げるため、躯
体とパイプ管は接するように配置されているものが多い。
　例えば、温水式床暖房においては、パイプ管は予めコンクリートやモルタル等の床材に
埋め込まれて用いるタイプが多く採用されている。
　このような温水式床暖房においては、昼夜問わず長期間循環し続けるものが多く、床材
自体が常に蓄熱された状態であり、パイプ管の種類等に関わらず、急激な温度変化が少な
く、また温度ロスも少なく、電源のＯＮ・ＯＦＦなどによるエネルギー消費量等も、それ
ほど問題視されることはなかった。
【０００４】
　しかし近年、温水式床暖房が普及しはじめるにつれ、簡易式のパネル型温水式床暖房が
登場し、夜の短期間だけ暖房したり、ある部分だけ部分暖房するタイプが現れ、電源ＯＮ
時から、より短い時間で目的とする温度に到達できる床暖房システムが望まれるようにな
ってきた。さらに、人々のエコ環境意識の高まりにより、より安全で、より省エネ効果の
高い製品が望まれるようになってきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－８２８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　そのような状況下、温水式床暖房システムにおいては、次のような問題が挙げられる。
　素早く暖房するためには、床材自体の暖房など必要以上に温度を放出しなければならず
、特に、パネル型温水式床暖房においては温度ロスが多くなるため、エネルギー消費量も
問題になることがある。
　さらに、床材とパイプ管が接している部分において、パイプ管近傍の急激な温度変化に
より、パイプ管近傍の床材が急激に温度変化を起こし、床材の温度ムラの問題や、場合に
よっては低温火傷等の危険の恐れがある。
【０００７】
　このような問題に対し、例えば特許文献１では、温水式床暖房において、温水パイプの
間の空間部に、蓄熱部材を配置する方法が記載されている。
　しかし、特許文献１のように蓄熱部材が多い場合、電源ＯＮ時に、本来なら床表面へと
移動する熱が蓄熱部材へと移動し、床表面の暖房が遅れる、という問題があった。また、
蓄熱部材が多くても、それに似合う蓄熱効果は発揮されない問題もあった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような問題に対し、本発明者らが鋭意検討を行った結果、パイプ管近傍の急激な温
度変化を抑えるとともに、パイプ管内の液体を目的の温度とするためのエネルギー消費を
抑えることができる、温度制御方法を見出し、本発明の完成に至った。
【０００９】
　すなわち、本発明は以下の特徴を有するものである。
１．躯体にパイプ管をはりめぐらせ、該パイプ管内に液体を循環させて温度を制御する温
度制御方法において、パイプ管の外側に蓄熱材を被覆させることを特徴とする温度制御方
法。
２．床材基礎部に、パイプ管をはりめぐらせ、該パイプ管内に温水を循環させて温度を制
御する温水式床暖房の温度制御方法において、パイプ管の外側に蓄熱材を被覆させること
を特徴とする温水式床暖房の温度制御方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、パイプ管による温度制御方法において、パイプ管近傍の急激な温度変化を抑
えるとともに、パイプ管内の液体を目的の温度とするためのエネルギー消費を抑えること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の温度制御方法を示す床暖房システムのモデル図である。
【図２】図１に示す床暖房システムの横断面（Ａ－Ａ´）の拡大図である。
【図３】実施例１、比較例１における温度測定試験のグラフである
【符号の説明】
【００１２】
１：床材基礎部
２：温水パイプ
３：温度制御装置及びポンプ
４：床材
５：蓄熱材
６：温度センサーＡ
７：温度センサーＢ
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。
【００１４】
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　本発明の温度制御方法は、躯体にパイプ管をはりめぐらせ、該パイプ管内に液体を循環
させて温度を制御する温度制御方法であり、該パイプ管の外側に蓄熱材を被覆させること
を特徴とするものである。
【００１５】
　本発明の温度制御方法が適用できる躯体としては、例えば、床・壁暖房システムにて使
用される基材、自動車、電車、船舶、航空等の動力装置や、製鉄、プラスチック等の製造
装置、あるいは種々の熱処理装置にて使用される基板、パソコン等の電子機器にて使用さ
れる基板等が挙げられる。
【００１６】
　本発明の温度制御方法で用いるパイプ管としては、銅、アルミ、鉄、亜鉛、ステンレス
、真鍮等の金属製、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン等の樹脂製等、特に限定
されず用いることができる。また、パイプ管の種類、口径等も特に限定されず、適宜設定
して使用すればよい。
【００１７】
　本発明では、該パイプ管の外側に蓄熱材を被覆させることを特徴とするものである。
　蓄熱材としては、無機塩、無機水和塩、および共融混合物等の無機蓄熱材、脂肪族炭化
水素、長鎖アルコール、長鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸エステル、ポリエーテル化合物、脂肪酸
トリグリセリド等の有機蓄熱材が挙げられる。
【００１８】
　本発明の蓄熱材を被覆させる方法としては、特に限定されないが、例えば、蓄熱材とと
もにバインダーを混合して蓄熱組成物を得、該蓄熱組成物をパイプ管の外側に被覆させ、
該蓄熱組成物を固形化させる方法等が挙げられる。このような方法では、蓄熱組成物をパ
イプ管表面に直接塗付して乾燥させることもできるし、パイプ管をはりめぐらせた後、パ
イプ管近傍に流し込んで固形化させることもできる。なお、蓄熱材は、カプセル化された
状態や多孔体に担持された状態で混合してもよい。
【００１９】
　バインダーとしては、特に限定されないが、アクリル樹脂、シリコン樹脂、ポリエステ
ル樹脂、アルキッド樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂
、アミノ樹脂、ポリカーボネート樹脂、フッ素樹脂、酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル樹脂、
ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、クロロプレンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、アクリルニトリ
ル－ブタジエンゴム、ブタジエンゴム等の合成ゴム等の有機バインダー、ポルトランドセ
メント、高炉セメント、シリカセメント、フライアッシュセメント、白色セメント、焼石
膏、コロイダルシリカ、水溶性珪酸アルカリ金属塩等の無機結合剤等が挙げられる。
【００２０】
　また蓄熱組成物としては、バインダーのほかに、顔料、骨材、粘性調整剤、可塑剤、緩
衝剤、分散剤、架橋剤、ｐＨ調整剤、防腐剤、防黴剤、抗菌剤、防藻剤、湿潤剤、消泡剤
、発泡剤、レベリング剤、顔料分散剤、沈降防止剤、たれ防止剤、凍結防止剤、滑剤、脱
水剤、艶消し剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、光安定剤、繊維類、香料、化学物質吸着剤
、光触媒、吸放湿性粉粒体、熱伝導性物質、難燃剤、層状粘土鉱物、相溶化剤等の添加剤
を含有することもできる。
　また蓄熱組成物中の蓄熱材の含有量としては、１０重量％以上、好ましくは３０重量％
以上、さらに好ましくは５０重量％以上であることが好ましい。
【００２１】
　蓄熱材の被覆量としては、パイプ管表面に対し、蓄熱材０．０１ｇ／ｃｍ２以上５．０
ｇ／ｃｍ２以下（好ましくは、０．１ｇ／ｃｍ２以上３．０ｇ／ｃｍ２）程度被覆させる
ことが好ましい。被覆量が少なすぎると、パイプ管近傍の急激な温度変化が抑えられない
場合がある。被覆量が多すぎると、蓄熱材が熱・冷熱を奪い、余計なエネルギー消費が必
要となり、即効性に欠ける場合がある。また、それ以上蓄熱材を被覆させたとしても、蓄
熱効果が発揮できない場合がある。
【００２２】
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　パイプ管内を循環する液体としては、水やオイル等が挙げられ、液体内に、蓄熱材や凍
結防止剤、防腐剤等の添加剤が含まれていてもよい。
【００２３】
　本発明の温度制御方法では、液体を循環させるためのポンプ、液体温度を制御するため
に加熱・冷却装置等は、特に限定されず公知のものが使用できる。
【００２４】
　以下、温度制御方法として、温水式床暖房を具体例とし、実施例、比較例を述べる。
【００２５】
　図１に示すように、１５℃雰囲気下で、床材基礎部（躯体）（１）に、パイプ管（温水
パイプ（２））をはりめぐらせ、表面に床材（４）を積層した温水式床暖房を設置した。
　なお、該温水パイプ（２）には、温度センサー（６、７）と、温度センサーの情報を基
に温度を制御する温度制御装置（３）、及び、液体を循環させるためのポンプ（３）が設
置してあり、温水パイプ内を循環する液体の流量、温度等を制御できるようになっている
。
【００２６】
　図２（図１Ａ－Ａ´断面図）に示すように、床材基礎部（１）には、温水パイプ（２）
をはりめぐらせるように、凹部構造となっている箇所が存在し、該凹部構造に温水パイプ
（２）を嵌め込んで使用する。
　この際に、凹部構造内に蓄熱組成物（蓄熱材（５））を流し込んで固形化させ、温水パ
イプ（２）の外側を蓄熱材（５）で被覆したもの（図２（ａ）、実施例１）（蓄熱材被覆
量：０．７～２．５ｇ／ｃｍ２）と、温水パイプ（２）の外側を被覆しないもの（図２（
ｂ）、比較例１）とを用意した。
　なお、床材基礎部（１）としては木質材料（１８００ｍｍ×６００ｍｍ×１５ｍｍ）、
温水パイプ（２）としては、塩化ビニル製温水パイプ（外径１０ｍｍ、内径６ｍｍ）を用
いた。また、蓄熱材（５）としては、パラフィンワックス（相変化温度４９℃）を用い、
バインダーとしてスチレン－ブタジエンエラストマーを用いて、蓄熱材（５）を７０重量
％含む蓄熱組成物を作製し、該蓄熱組成物を使用した。
【００２７】
　温度測定試験として、温水温度を５０℃、温水流量１リットル／ｍｉｎとし、温水入口
温度（温度センサー（６））と、温水出口温度（温度センサー（７））を経時的に測定し
た。結果は、図３に示すとおり、実施例１は、比較例１に比べ、温水温度を５０℃領域に
保つためのＯＮ－ＯＦＦ切り替え期間が長くなり、エネルギー消費量を制御することがで
きた。
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